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　当行は、金融機関として果たすべき社会的責任と
公共的使命を十分認識し、経営理念に基づき、透明
性が高く、健全な企業経営を目指すために、コーポ
レート・ガバナンスの充実に努めております。
　その実現に向け、株主、お取引先、地域社会等当
行のステークホルダーの皆さまからの高い評価と信
頼の維持・向上のために、コンプライアンス態勢の
整備を経営の最重要課題の一つと位置づけ、法令や
ルールを厳格に遵守するとともに業務の健全性及び
適切性の確保に取り組んでおります。
　また、株主総会、取締役会、監査役会や会計監査
人などの法律上の各機関の運用の充実・強化、さら
には内部統制システムの適切性や有効性を検証・評
価する内部監査部門の強化等に取り組んでおります。

会社の機関の内容及び
内部統制システムの整備状況等

1. 会社の機関の内容
（取締役、取締役会）
　取締役会は取締役8名の体制としており、社外取締
役の選任は行っておりません。
　取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応
じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や
経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役
の職務の執行を監督しております。さらに、取締役

会の決定した基本方針に基づき、重要な業務の執行
に関する決議を行う機関として、役付取締役から構
成される常務会を、原則週1回開催しております。
（監査役、監査役会）
　当行は監査役制度を採用しており、監査役は社外
監査役2名を含む4名の体制としております。
　監査役会は月1回の定例監査役会のほか、必要に応
じて臨時監査役会を開催しております。また、監査
役は取締役決裁の稟議書、取締役への回覧文書、事
故・係争・苦情関係報告書を閲覧するほか、取締役
会をはじめとした重要な会議へ出席し、意見具申等
を通じて、取締役の職務執行の適正性を監視してお
ります。
（会計監査人）
　会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選
任し、監査契約を締結して正しい経営情報を提供し、
公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備し
ております。また、会計監査人は、定期的に監査役
会等へ監査結果の報告を行っております。
（役員数は事業年度末現在）

3. 内部統制システムの整備の状況
⑴ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制

　① 業務の健全性及び適切性を確保するため、法令
等遵守（コンプライアンス）体制の整備を経営
の最重要課題の一つと位置づけております。

　② 「コンプライアンス・マニュアル」を制定すると
ともにコンプライアンスの実践計画である「コ
ンプライアンス・プログラム」を年度毎に策定
し、確固たる内部管理体制の確立に取組んでお
ります。

　③ 「コンプライアンス委員会」を定期的に開催し、
法令等遵守に係る重要な事項を協議するととも
に法令等遵守の実施状況等を検証しております。

　④ 法令等遵守に係る規程等の整備、行内教育・研
修の充実及び法令等遵守活動状況の管理を行う
ことにより、法令等遵守体制の強化を図ってお
ります。

　⑤ 「法令等違反の通報制度」を活用して、グループ
会社を含めた全役職員に対してコンプライアン
ス上問題のある事項を直接報告させることによ
り、違反行為の早期発見と早期是正に努めてお
ります。

　⑥ 財務情報その他当行に関する情報を適正かつ適
時に開示するための体制を整備しております。

　⑦ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的
勢力に対して毅然とした対応を行うための体制
を整備しております。
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⑵ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に
関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報・文書等の取扱い
は、書類保存規程及び文書管理規程に基づいて適切
に保存・管理し、随時その運用状況を検証しており
ます。
⑶損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　① 「リスク管理統括規程」に基づき、各種リスクの

管理部署及び各種リスク管理規程を定めるとと
もに、経営管理部をリスク管理の統括部署とし
て各種リスクを統合的に管理する体制を整備し
ております。

　② 「リスク管理委員会」、「ALM委員会」等を定期的
に開催し、各種リスクの把握・管理及び回避策
等について検討しております。

　③ 内部監査部門である監査部は、当行の業務すべ
てにおける内部管理体制（リスク管理体制を含
む）の適切性・有効性について監査を行い、取
締役会に監査結果の報告をしております。

　④ 「危機管理計画」を定め、不測の事態における 
業務の継続性を確保する体制を整備しておりま
す。

⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確
保するための体制

　① 効率的な経営を確保するための体制として、取
締役は取締役会規程、組織機構規程等に基づき、
また、常務会、ALM委員会、部長会等を活用し
て適切に職務を執行し、必要に応じて職務執行
状況の検証及び各規程等の整備を行っておりま
す。

　② 日常の職務執行に際しては、職務権限規程、業
務分掌規程等に基づき権限委譲を行い、権限委
譲された各レベルの責任者が規程に則り業務を
遂行しております。

⑸ 株式会社ならびにその親会社及び子会社からなる
企業集団における業務の適正性を確保するための
体制

　① 「グループ会社運営管理規程」を制定し、子会社
等の業務運営を適正に管理しております。

　② 内部監査部門である監査部は、連結対象子会社
等の業務すべてにおける内部管理体制（リスク
管理体制を含む）の適切性・有効性について監
査を行い、取締役会に監査結果の報告を行って
おります。

⑹ 監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くこ
とを求めた場合における当該使用人に関する体制

　・ 監査役職務の補助をすべき使用人を置く必要が
あると監査役が認めた場合には、担当者を置く
こととしております。

⑺ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　・ 前号の担当者は、監査役職務の補助業務の専従
者とすることとし、人事考課及び異動等につい
ては、監査役、監査役会と人事部の協議事項と
しております。

⑻ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
その他の監査役への報告に関する体制

　・ 監査役は取締役会、常務会、経営会議、コンプ
ライアンス委員会、リスク管理委員会等重要な
会議に出席しております。また、取締役決裁の

稟議書、取締役への回覧文書、事故・係争・苦
情関係報告書等はすべて監査役に回覧しており
ます。

⑼ その他監査役の監査が実効的に行われることを確
保するための体制
　・ 取締役会は、監査役の監査が実効的に行われる
ための環境整備について、監査役及び監査役会
からの要請により、その改善に努めております。

4. 内部監査、監査役監査の状況
　当行では、内部監査部署である監査部が10名、監
査役が4名の体制となっております（事業年度末現
在）。
　監査部は、連結子会社を含む全業務部門を対象に
年1回、また必要に応じて不定期的に監査を実施して
おります。監査では、法令等遵守態勢、顧客保護等
管理態勢、および財務報告に係る内部統制を含む内
部管理態勢を検証し、監査結果を取締役会および監
査役会へ報告しております。
　監査役は、取締役決裁の稟議書、取締役への回覧
文書、事故・係争・苦情関係報告書等を閲覧するほ
か、取締役会をはじめ、常務会、経営会議、支店長
会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等
の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の適正性
を監視しております。
　さらに、本部各部およびグループ会社に対しては
各部（社）が所管する業務上の課題、各部（社）施
策の実施状況等について部長（代表者）ヒアリング
を実施しております。併せて、営業店に対しては往
査を実施し、店務運営上の課題、苦情・トラブルの
状況、人事管理上の課題等について支店長ヒアリン
グを行い、内部統制システムの運用状況を検証して
おります。
　また、監査役会は監査部と毎月連絡会を開催する
など、内部監査部署との緊密な連携を図るとともに、
会計監査人との連携を確保するため、会計監査人と
の定例会議を開催しております。会議では、会計監
査人から事業年度毎の監査計画の説明、監査結果の
報告を受け、重要な会計処理や財務報告に係る内部
統制を含む内部管理態勢の整備状況等に関する意見
交換等を行い、内部監査及び監査役監査の実効性を
高めております。

リスク管理体制の整備状況
　リスク管理につきましては、リスク管理統括規程
に基づき、各種リスクの管理部署及び各種リスク管
理規程を定めるとともに、経営管理部を統括部署と
して各種リスクを統合的に管理する体制を整備して
おります。また、リスク管理委員会、ALM委員会な
どを定期的に開催し、各種リスクの把握・管理及び
回避策などの検討を行っております。なお、法律上
の判断を必要とする場合には、顧問弁護士から適時
アドバイスを受けております。

会社のコーポレート・ガバナンスの充実に
向けた取組みの当事業年度における実施状況

　取締役会を18回開催し、法令で定められた事項や
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経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役
の職務の執行を監督しております。
　監査役会を14回開催し、監査方針、監査計画等に
ついて協議するとともに、監査役は取締役会、常務
会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会な
どの重要な会議に出席し、取締役の職務執行の適正

性を監視しております。
　リスク管理委員会を2回、その下部組織であるリス
ク管理小委員会を10回開催しております。
　また、平成14年度からIR活動の一環として開始し
た「株主及び取引先向け経営(決算)内容の説明会」を
7月から8月にかけて実施しております。

コンプライアンス体制の整備状況
●当行のコンプライアンス体制は、取締役会を頂点に、コンプライアンス統括部署として経営管理部
を置き、本部各部室および営業店に法令等遵守責任者、法令等遵守担当者を置いて相互に連携して
コンプライアンスを実践する仕組みとなっており、取締役会は、コンプライアンスに関する基本方
針、その他の重要事項について議論を行い決議します。また、コンプライアンス委員会を定期的に
開催し、法令等遵守に係る重要な事項や法令等遵守の実施状況を協議し、必要に応じて取締役会へ
報告しています。

●法令等遵守を統括する経営管理部は、法令等違反行為に関する情報、法令等違反行為の未然防止・
再発防止に役立つ情報や報告を一元的に管理・把握・分析し、法令等遵守状況を継続的にモニタリ
ングしています。また、必要に応じて本部各部室および営業店に対し、指示や指導を行っています。

●当行の「法令等違反の通報制度」を活用し、法令等違反行為の早期発見・早期是正に努めてまいり
ます。

反社会的勢力排除に向けた体制整備
1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
  　当行は、「行動憲章」に、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対
決することを掲げ、銀行全体で組織的に関係排除に取り組んでおります。

2. 反社会的勢力排除に向けた体制整備の状況
　⑴統括部署及び管理責任者の設置状況
  　経営管理部を統括部署とし、各部室･各営業店には管理責任者を設置し、事案により関係部門と
協議し対応する体制を整備しております。

　⑵外部の専門機関との連携状況
  　平素から、地元警察署、暴力追放運動推進センター、警察本部組織犯罪対策課や顧問弁護士等
の外部専門機関と連携し、対応する体制を整備しております。

　⑶反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
  　反社会的勢力に関する情報を収集し一元管理するとともに、当該情報を取引等の相手方が反社
会的勢力であるかどうかの確認に利用しております。

　⑷対応マニュアルの整備状況
  　当行全体で組織的に対応するため「反社会的勢力等対応マニュアル」を制定し、具体的な対応
方法について役職員に周知しております。

　⑸研修活動の実施状況
  　コンプライアンス･プログラムに反社会的勢力排除に関する項目を組み入れ、責任者研修や各部
室、各営業店で実施するコンプライアンス研修会などで反社会的勢力排除に向けた啓蒙活動･意識
向上に取り組んでおります。
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